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一 

徳
山
ダ
ム
水
没
地
へ
の
強
制
収
用
準
備
と
確
認
書
に
つ
い
て 

1 

一
九
七
一
年
十
二
月
二
十
七
日
付
の
「
徳
山
ダ
ム
実
施
計
画
調
査
申
入
書
に
関
す
る
確
認
書
」
（
以
下
、
確
認
書
と
い 

 

う
）
は
、
「
徳
山
村
長
な
ら
び
に
徳
山
ダ
ム
対
策
委
員
長
（
以
下
、
「
甲
」
と
い
う
）
と
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
徳
山 

 
 

 
 

ダ
ム
調
査
事
務
所
長
（
以
下
、
「
乙
」
と
い
う
）
と
は
、
岐
阜
県
知
事
立
会
い
の
も
と
に
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
十
六
日 

 
 

 

徳
山
村
民
大
会
に
お
け
る
下
記
説
明
事
項
に
つ
い
て
相
互
に
確
認
す
る
」
と
し
て
三
者
が
署
名
捺
印
し
た
も
の
で
あ
り
、 

 

第
九
項
に
は
「
乙
は
、
本
事
業
が
水
資
源
開
発
公
団
等
第
三
者
に
継
承
さ
れ
た
場
合
は
乙
の
責
任
に
お
い
て
、
本
確
認
書 

 

を
継
承
す
る
第
三
者
に
引
継
ぐ
（
後
略
）
。
」
と
あ
る
。 

徳
山
ダ
ム
建
設
予
定
地
域
の
河
川
管
理
に
関
す
る
対
策
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

本
年
六
月
十
日
、
水
資
源
開
発
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
）
が
徳
山
ダ
ム
建
設
事
業
に
お
い
て
土
地
収
用
法
に
基
づ 

 
 

く
事
業
認
定
申
請
を
行
っ
た
。 

ア 

建
設
省
は
確
認
書
の
「
乙
」
と
し
て
、
ま
た
公
団
を
監
督
す
る
官
庁
と
し
て
、
確
認
書
の
条
項
遵
守
の
義
務
が
あ
る 

徳
山
ダ
ム
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

2 

ま
た
、
確
認
書
と
同
日
に
徳
山
村
長
な
ら
び
に
徳
山
ダ
ム
対
策
委
員
長
か
ら
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
徳
山
ダ
ム
調
査 

事
務
所
長
に
提
出
さ
れ
た
差
入
書
に
は
、
「
徳
山
ダ
ム
実
施
計
画
調
査
申
入
書
に
関
す
る
確
認
書
は
、
建
設
省
の
要
望
に 

 

よ
り
条
項
の
削
除
、
字
句
の
修
正
、
表
現
の
変
化
に
よ
っ
て
徳
山
村
住
民
の
真
意
が
大
き
く
阻
害
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、 

 
 

徳
山
村
住
民
に
と
っ
て
必
ず
し
も
納
得
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
ま
ま
実
施
調
査
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
住
民 

 

は
か
な
り
の
不
満
と
不
安
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
徳
山
区
の
集
会 

 

に
お
い
て
、
徳
山
ダ
ム
工
事
事
務
所
長
及
び
岐
阜
県
開
発
局
長
と
の
懇
談
の
中
で
も
討
議
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う 

 

ち
特
に
住
民
の
不
安
と
す
る
事
項
を
列
記
し
て
確
認
書
の
交
換
に
あ
た
り
、
確
認
書
に
添
付
し
て
差
入
す
る
も
の
で
あ 

イ 
公
団
徳
山
ダ
ム
建
設
所
は
、
徳
山
ダ
ム
建
設
中
止
を
求
め
る
会
（
以
下
「
中
止
を
求
め
る
会
」
と
い
う
）
が
、
本
年 

 
 

 
六
月
十
七
日
に
同
所
副
所
長
と
交
渉
を
行
っ
た
際
、
ま
た
そ
れ
以
降
六
月
二
十
四
日
ま
で
、
こ
の
文
書
の
存
在
を
確
認 

 

し
な
か
っ
た
。
ま
た
同
副
所
長
は
、
六
月
十
七
日
に
「
強
制
収
用
な
る
言
葉
は
、
存
在
し
な
い
、
使
用
し
な
い
。
」
と 

 
 

 

述
べ
て
、
強
制
収
用
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
確
認
書
の
存
在
を
実
質
的
に
無
視
し
た
。
建
設
省
は
上
記
第
九
項 

 

の
責
任
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

四 

 



 

5 

一
九
七
一
年
の
確
認
書
及
び
差
入
書
作
成
か
ら
三
十
年
近
く
経
過
し
て
、
ま
だ
事
業
者
が
用
地
取
得
を
終
え
て
い
な
い 

の
は
、
地
権
者
の
側
か
ら
の
信
頼
を
得
ら
れ
て
い
な
い
事
業
者
の
側
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
。
事
実
、
そ
の
理
由
を 

4 

事
業
認
定
申
請
の
時
点
で
、
確
認
書
及
び
差
入
書
の
当
事
者
で
も
あ
る
地
権
者
に
対
し
て
、
「
3
」
に
言
及
し
た
説
明 

 

が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

3 

確
認
書
第
八
項
に
は
「
乙
は
、
（
中
略
）
本
確
認
書
第
一
項
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
み
だ
り
に
強
制
収
用
は
行
わ
な
い 

 
 

も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
上
記
差
入
書
の
第
二
項
に
は
「
昭
和
四
十
六
年
十
月
十
六
日
徳
山
村
民
大
会
に
お
い 

 
 

て
、
中
部
地
方
建
設
局
徳
山
ダ
ム
調
査
事
務
所
長
及
び
岐
阜
県
知
事
の
言
及
し
た
、
ダ
ム
建
設
用
地
取
得
に
お
け
る
土
地 

 

収
用
法
の
見
解
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
住
民
の
犠
牲
と
な
る
よ
う
な
強
制
収
用
を
行
わ
な 

 

い
こ
と
。
」
と
あ
る
。 

る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
差
入
書
に
は
建
設
省
職
員
の
押
印
は
な
い
も
の
の
、
道
義
的
に
、
建
設
省
及 

 
 

 

び
公
団
に
は
差
入
書
の
条
項
を
最
大
限
尊
重
す
る
義
務
が
存
在
す
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。 

今
般
、
強
制
収
用
へ
の
手
続
き
と
し
て
公
団
が
事
業
認
定
申
請
を
行
っ
た
こ
と
は
、
確
認
書
第
八
項
及
び
差
入
書
第
二 

 

項
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
ご
説
明
願
い
た
い
。 

五 

 



 

二 

徳
山
ダ
ム
建
設
予
定
地
域
の
河
川
管
理
に
つ
い
て
の
再
質
問 

6 

建
設
省
は
、
本
年
七
月
十
四
日
公
表
の
い
わ
ゆ
る
建
設
白
書
に
お
い
て
、
「
国
民
と
の
対
話
を
重
視
す
る
」
と
述
べ
て 

 

い
る
。
徳
山
ダ
ム
建
設
事
業
に
お
け
る
強
制
収
用
手
続
き
開
始
は
、
こ
の
姿
勢
に
逆
行
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
い
か
が 

 

か
。 

な
お
、
当
該
地
域
に
お
け
る
河
川
法
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
八
日
付
「
建
設
省
河
政
発
第
六
十
号
、
建
設
省
河
治 

 
 

発
第
三
十
三
号
、
建
設
省
河
開
発
第
六
十
九
号
」
通
達
（
以
下
「
六
月
十
八
日
付
通
達
」
と
い
う
）
に
よ
っ
て
、
是
正
さ
れ 

 
 

 

る
見
通
し
と
な
っ
た
こ
と
は
多
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
全
国
的
に
河
川
法
二
十
四
条
運
用
に
つ
い
て
の
「
基
準
作 

 

り
」
を
進
め
る
旨
耳
に
し
て
い
る
。
他
省
庁
も
含
め
て
、
余
り
に
も
大
幅
な
裁
量
に
よ
る
弊
害
を
指
摘
す
る
国
民
の
声
が
強 

五
月
十
九
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
六
月
十
九
日
に
答
弁
書
を
頂
い
た
件
に
つ
い
て
、
疑
問
な
点
等
を
再
度
質
問
す 

 

る
。 ア 

現
在
、
公
団
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
建
設
省
と
し
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。 

イ 

「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
等
新
た
な
地
権
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
考
え
か
。 

も
っ
て
「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
に
水
没
地
の
権
利
の
一
部
を
贈
与
し
た
地
権
者
も
い
る
と
き
く
。 六 

 



 

1 

答
弁
書
の
「
1
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
昨
年
七
月
二
十
五
日
の
時
点
で
、
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
職
員
が
徳
山
ダ 

 

ム
建
設
中
止
を
求
め
る
会
（
以
下
「
中
止
を
求
め
る
会
」
と
い
う
）
の
会
員
に
対
し
て
「
治
水
上
問
題
は
な
い
旨
及
び
河 

 
 

川
一
時
使
用
届
出
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
旨
を
口
頭
で
回
答
し
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
中
止
を
求
め 

 
 

る
会
」
会
員
に
よ
る
と
、
そ
の
時
点
で
は
中
部
地
方
建
設
局
職
員
笛
田
俊
治
氏
は
「
治
水
上
問
題
は
な
く
、
法
的
に
も
適 

 
 

切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
河
川
一
時
使
用
届
け
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
「
中
止
を
求
め 

 
 

る
会
」
会
員
は
、
そ
の
後
約
四
ヶ
月
間
、
何
度
も
笛
田
俊
治
氏
に
電
話
し
て
「
法
的
に
も
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
旨
の 

 
 

法
的
根
拠
、
法
の
条
項
」
を
尋
ね
た
の
に
対
七
て
、
笛
田
氏
は
答
え
な
か
っ
た
。
故
に
「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
は
、 

 
 

 

十
二
月
に
な
っ
て
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所
揖
斐
川
出
張
所
職
員
に
電
話
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
初
め
て
「
一
時
使
用 

 

届
け
」
が
過
去
に
お
い
て
出
さ
れ
た
（
平
成
七
年
四
月
に
届
け
出
さ
れ
、
期
限
は
翌
年
三
月
ま
で
で
あ
っ
た
）
旨
を
耳
に 

 
 

し
た
と
述
べ
て
い
る
。 

く
な
っ
て
い
る
昨
今
、
こ
れ
を
な
く
す
上
か
ら
も
喜
ば
し
い
こ
と
と
受
け
止
め
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
の
問
題
に
表
れ
た
建 

 
設
省
職
員
の
対
応
に
つ
い
て
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

ア 

仮
に
平
成
九
年
七
月
二
十
五
日
時
点
で
、
笛
田
氏
が
「
河
川
一
時
使
用
届
け
が
出
て
い
る
」
旨
を
「
中
止
を
求
め
る 

七 

 



 

ウ 

「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
は
、
上
記
の
よ
う
な
対
応
は
、
当
該
の
件
で
河
川
法
二
十
四
条
を
適
用
し
て
い
な
い
こ 

 
 

と
を
隠
蔽
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の
強
い
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
職
員
の
不
適
切
な
対
応
が
、 

 

建
設
省
全
体
の
公
正
さ
、
公
明
さ
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

イ 

「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
は
、
本
年
五
月
十
九
日
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
六
月
十
九
日
答
弁
書
ま
で
、
中
部
地 

 
 

方
建
設
局
職
員
か
ら
は
、
「
法
的
に
適
正
で
あ
っ
た
」
と
い
う
回
答
し
か
得
て
い
な
い
。
ア
に
述
べ
た
状
況
に
よ
り
、 

 
 

結
果
と
し
て
、
中
部
地
方
建
設
局
に
お
け
る
河
川
法
二
十
四
条
運
用
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
是
正
措
置
が 

 

と
ら
れ
る
の
が
約
一
年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
遅
れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
市
民
に
よ
る
検
証
の
機
会
を
奪 

 

い
、
必
要
な
是
正
措
置
を
遅
ら
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
ア
の
職
員
の
対
応
は
、
公
務
員
と
し
て
甚
だ
不
適
切
な
対
応
で 

 

あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

会
」
会
員
に
伝
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
笛
田
氏
は
一
時
使
用
届
け
の
期
限
が
切
れ
て
か
ら
一
年
三
ヶ
月
以
上
経
っ 

 

て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
正
確
に
回
答
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
中
部
地
方
建
設 

 
局
が
繰
り
返
し
た
「
法
的
に
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
」
旨
の
回
答
は
、
不
正
確
・
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら 

 
 

れ
る
が
、
い
か
が
か
。 

八 

 



 

3 

「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
は
、
一
九
九
七
年
十
二
月
に
建
設
省
監
察
官
室
に
、
上
記
職
員
の
対
応
が
公
務
員
の
信
用 

2 
答
弁
書
の
「
5
か
ら
8
ま
で
に
つ
い
て
」
及
び
六
月
十
八
日
付
通
達
に
よ
っ
て
、
有
限
会
社
オ
ヅ
リ
ン
サ
ン
に
河
川
法

二
十
四
条
に
定
め
る
河
川
管
理
者
の
占
用
許
可
の
手
続
き
を
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
法
の
運
用
と
し
て
不
適
切
で 

 

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

ア 

一
九
九
七
年
十
二
月
二
十
二
日
、
中
部
地
方
建
設
局
特
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
か
ら
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
は
、
「
ご
指
摘
の
作 

 

業
道
な
ら
び
に
作
業
ヤ
ー
ド
は
、
雑
木
及
び
用
材
の
伐
採
、
搬
出
、
整
理
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
河
川
予
定
地 

 
 

内
の
行
為
と
し
て
禁
止
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
後
略
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
建
設
省
と
し 

 
 

て
の
見
解
で
あ
る
と
口
頭
で
述
べ
て
い
る
。
建
設
省
の
組
織
と
し
て
の
法
律
の
運
用
に
つ
い
て
意
思
統
一
が
図
ら
れ
て 

い
な
か
っ
た
こ
と
の
原
因
と
責
任
は
、
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
。 

イ 

磯
谷
に
お
い
て
は
、
一
九
九
七
年
七
月
、
有
限
会
社
オ
ヅ
リ
ン
サ
ン
に
よ
る
保
安
林
不
法
伐
採
（
無
許
可
伐
採
）
が 

 
 

発
覚
し
て
い
る
。
建
設
省
が
法
を
適
用
せ
ず
に
、
有
限
会
社
オ
ヅ
リ
ン
サ
ン
の
作
業
道
敷
設
と
使
用
を
認
め
た
こ
と
が 

 

結
果
と
し
て
他
の
不
法
行
為
を
惹
起
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
責
任
は
い
か
に
考
え
る
か
。 

エ 

今
後
の
職
員
の
市
民
へ
の
対
応
に
つ
い
て
い
か
が
考
え
る
か
。 

九 

 



 

を
失
墜
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
旨
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
中
部
地
方
建
設
局
の
主
任
監
査
官
に
、
文
書
を
回
さ 

 

れ
た
。
主
任
監
査
官
は
「
磯
谷
の
作
業
道
・
作
業
ヤ
ー
ド
な
ど
河
川
関
係
の
法
律
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
笛 

 
田
か
ら
答
え
さ
せ
る
。
」
と
の
こ
と
で
、
本
年
二
月
に
他
の
中
部
建
設
局
職
員
名
で
、
本
年
六
月
十
八
日
付
通
達
、
及
び 

 
 

六
月
十
九
日
答
弁
書
と
は
明
ら
か
に
内
容
の
異
な
る
回
答
が
あ
っ
た
（
上
記
2
）
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
肝
心
の
「
職
員 

 
 

の
対
応
が
公
務
員
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
」
の
監
査
官
と
し
て
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
未
だ
何 

 

ら
返
事
が
な
い
。
六
月
二
十
二
日
、
「
中
止
を
求
め
る
会
」
会
員
が
そ
の
旨
主
任
監
査
官
に
再
度
要
求
し
た
と
こ
ろ
、
本 

 
 

年
七
月
三
日
付
で
、
六
月
十
八
日
付
通
達
の
写
し
と
と
も
に
「
本
件
に
関
し
て
は
、
『
徳
山
ダ
ム
予
定
地
域
の
河
川
管
理 

 
 

に
関
す
る
質
問
主
意
書
』
に
対
す
る
答
弁
書
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
組
織
と
し
て
の
法
律
の
運
用
に
つ
い
て
、 

 
 

意
思
の
統
一
が
図
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
別
紙
、
平
成
十
年
六
月
十
八
日
付
三
課
長
通
達
に
よ
り
、
今
後
に 

 

お
い
て
は
遺
憾
な
き
よ
う
と
り
は
か
ら
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
に
関
し
て
は
、
所
要
の
措
置
が 

 

講
じ
ら
れ
た
も
の
と
、
判
断
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。 

昨
年
十
二
月
以
来
、
半
年
間
、
監
査
官
と
し
て
の
調
査
も
な
く
、
見
解
も
出
さ
ず
、
国
会
提
出
の
質
問
主
意
書
と
そ
の 

 
 

答
弁
書
を
も
っ
て
「
所
要
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
（
1
）
監
査
機
能
の
放
棄
で
あ
り
、
（
2
）
国
会
提 

一
〇 

 



 

 

一
一 

出
の
質
問
主
意
書
に
拠
っ
て
監
査
官
と
し
て
の
回
答
の
代
わ
り
と
す
る
の
は
、
質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
の
性
格
が
歪
め 

ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
、
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。 

4 

本
年
度
版
建
設
白
書
で
強
調
し
て
い
る
公
共
事
業
に
お
け
る
「
国
民
と
の
対
話
」
重
視
の
姿
勢
を
実
の
あ
る
も
の
に
す 

る
た
め
に
も
、
建
設
省
職
員
は
、
市
民
に
対
し
て
、
誠
意
あ
る
情
報
開
示
、
説
明
責
任
の
全
う
を
心
が
け
る
べ
き
だ
と
考 

 
 

え
る
。
そ
の
こ
と
に
か
ん
が
み
、
上
記
の
よ
う
な
状
態
を
、
改
め
る
べ
き
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
、
ご
説
明
願
い
た 

 
 

 

い
。 

右
質
問
す
る
。 


